
10広報きやま 令和 8 年 2月号

高
額
医
療
・
高
額
介
護
合
算
制

度
に
つ
い
て

問
福
祉
課
保
険
年
金
係

☎
92
‐
7
9
3
4

佐
賀
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合

☎
0
9
5
2
‐
64
‐
8
4
7
6

鳥
栖
地
区
広
域
市
町
村
圏
組
合
介
護
保
険
課

☎
81
‐
3
3
1
5

基
準
日
（
令
和
7
年
7
月
31
日
）
現
在
、
国
民
健
康
保

険
ま
た
は
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
に
加
入
し
て
い
る
方
の
う

ち
、
高
額
医
療
・
高
額
介
護
合
算
制
度
の
支
給
対
象
と
思
わ

れ
る
世
帯
に
は
、
2
月
下
旬
に
申
請
の
案
内
を
送
付
し
ま
す

の
で
、
福
祉
課
保
険
年
金
係
ま
で
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

▽
支
給
額　
　

医
療
保
険
と
介
護
保
険
の
自
己
負
担
額
（
高

額
療
養
費
、
高
額
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
を
差
し
引
い
た
額
）
を

合
算
し
た
額
か
ら
上
表
の
【
世
帯
の
負
担
限
度
額
（
令
和
6

年
度
分
）】
を
差
し
引
い
た
額
が
支
給
さ
れ
ま
す
。
た
だ
し
、

支
給
額
が
5
0
0
円
を
超
え
な
い
場
合
は
支
給
さ
れ
ま
せ

ん
。
ま
た
、
特
定
福
祉
用
具
購
入
費
、
住
宅
改
修
費
、
食
費
・

居
住
費
、
差
額
ベ
ッ
ド
代
等
の
保
険
外
費
用
は
合
算
対
象
に

な
り
ま
せ
ん
。

◆
次
に
該
当
す
る
方
に
は
、
申
請
の
案
内
が
で
き
な
い
場
合

が
あ
り
ま
す
の
で
、
上
記
の
制
度
内
容
を
参
考
に
し
て
支
給

対
象
と
な
る
か
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

合
算
対
象
期
間（
令
和
6
年
8
月
〜
令
和
7
年
7
月
）に
、

・
転
入
や
転
出
、
町
内
転
居
、
世
帯
分
離
等
の
世
帯
の
異
動

を
さ
れ
た
方

・
後
期
高
齢
者
医
療
の
資
格
を
喪
失
さ
れ
た
方

・
他
の
健
康
保
険
か
ら
国
民
健
康
保
険
や
後
期
高
齢
者
医
療

保
険
に
移
ら
れ
た
方

【
時
効
に
つ
い
て
の
留
意
点
】

高
額
介
護
合
算
療
養
費
は
基
準
日
の
翌
日
か
ら
2
年
を
経

過
す
る
と
時
効
と
な
り
、
支
給
が
で
き
な
く
な
り
ま
す
。
申

請
は
基
準
日
の
翌
日
か
ら
2
年
の
間
に
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

後期高齢者医療保険または
国民健康保険（70～ 74歳）

＋ 介護保険
国民健康保険（70歳未満）

＋ 介護保険

区分 限度額 区分 限度額
課税所得

690万円以上 212万円 所得が 901万円を
超える 212万円

課税所得 380万円以上
690万円未満 141万円 所得が 600万円を

超え 901万円以下 141万円

課税所得 145万円以上
380万円未満 67万円 所得が 210万円を

超え 600万円以下 67万円

一般 56万円 所得が
210万円以下 60万円

低所得Ⅱ 31万円 住民税非課税世帯 34万円
低所得Ⅰ 19万円

【世帯の負担限度額（令和 6年度分）】※
令
和
6
年
8
月
か
ら
令
和
7
年
7
月
ま
で
の
12
か
月
間
が

合
算
対
象
期
間
に
な
り
ま
す
。

※
区
分
は
、
基
準
日
（
令
和
7
年
7
月
31
日
）
現
在
に
お
け

る
加
入
医
療
保
険
で
の
高
額
療
養
費
の
区
分
を
適
用
し
ま
す
。

◆
高
額
医
療
・
高
額
介
護
合
算
制
度
と
は
？

医
療
と
介
護
の
両
方
の
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
て
い
る
世

帯
の
負
担
を
軽
減
す
る
も
の
で
、
1
年
間
に
支
払
っ
た
医

療
保
険
と
介
護
保
険
の
自
己
負
担
額
（
高
額
療
養
費
等
を

除
く
）を
合
計
し
、負
担
限
度
額
を
超
え
た
場
合
に
、そ
の

超
え
た
金
額
を
支
給
し
ま
す
。

通知 国民健康保険 後期高齢者医療保険

1 回目
令和 7年 8月初旬

(令和 7年 1月～ 4月診療分 )
令和 7年 11月下旬

（令和 7年 1月～ 8月診療分）

２回目
令和 8年 2月初旬

（令和 7年 5月～ 10月診療分）
令和 8年 2月下旬

（令和 7年 9月～ 12月診療分）

３回目
令和 8年 3月初旬

（令和 7年 11月～ 12月診療分）

確
定
申
告
等
の
医
療
費
控
除

の
手
続
き
を
す
る
際
は
、
医

療
費
控
除
の
明
細
書
【
内
訳

書
】
に
記
入
す
る
こ
と
が
必

要
で
す
が
、
こ
の
お
知
ら
せ

を
添
付
す
る
こ
と
で
、
明
細

書
の
記
入
を
省
略
で
き
ま
す
。

国
民
健
康
保
険
・
後
期
高
齢
者
医
療
保
険

「
医
療
費
の
お
知
ら
せ
」
通
知
の
送
付
に
つ
い
て

問
福
祉
課
保
険
年
金
係

☎
92‐
7
9
3
4

  

佐
賀
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合

☎
0
9
5
2
‐64‐
8
4
7
6

国
民
健
康
保
険
・
後
期
高
齢

者
医
療
保
険
の
被
保
険
者
の
方

へ
、毎
年
「
医
療
費
の
お
知
ら
せ
」

通
知
を
郵
送
し
て
い
ま
す
。
令

和
7
年
度
の
通
知
の
郵
送
時
期

と
、
記
載
の
対
象
と
な
る
診
療

月
は
次
の
と
お
り
で
す
。


